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鳥取県市場参入支援事業補助金募集要領 

 

１ 目的 

   本補助金は、トライアル発注対象製品等のクラウドファンディングの活用等を支援することによ

り、県内事業者の早期市場獲得及び県内発の製品・特色のある技術等の販路開拓に資することを目

的とするものです。 

 

２ 応募要件 

   本補助金の補助対象者、対象事業は、次の要件を全て満たすものとします。 

（１）補助対象者 

ア．トライアル発注対象製品等が、現にトライアル発注対象製品等登録簿（以下「登録簿」という。）に掲

載されている者であること。 

イ．トライアル発注対象製品等が、次のいずれかに該当する者であること。 

・ 県からの発注実績があり、使用後評価を受けていること 

・ 登録簿に掲載後、６か月を経過していること 

ウ．地方公共団体又は公的業務を担う者でないこと。 

エ．次のいずれかに該当する者でないこと。 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規

定する風俗営業を営む者 

・ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴対法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

・ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

・ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者 
 

（２）同種の他の補助金との関係 

本補助金に係る事業内容と同じ内容で別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっ

ている場合は、本補助金に応募することはできません。 

 

３ 区分・補助対象経費・補助率・補助限度額・事業期間 

区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 事業期間 

（１）クラウドファンディ

ング活用事業 

クラウドファンディング仲介

事業者に支払う費用等 

１／２ 

２００千円 交付決定日から 

交付決定日の属

する年度の３月

末日まで 

（２）クラウドファンデ

ィングサイト作成代行

サービス活用事業 

クラウドファンディングサ

イトの作成代行サービスに

係る費用等 

１５０千円 

 

４ 応募方法 

（１）募集期間 

令和６年１月４日（木）から令和６年１月３１日（水）まで（午後５時必着） 

 

（２）提出書類 

ア．全ての応募者が添付する書類 

□事業計画書  ※様式はホームページに掲載 

□収支予算書  ※様式はホームページに掲載 
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□申請者の直近２期分の決算書（写しで可。個人事業主の場合は確定申告書類の写し。） 

□定款又は申請者の概要が確認できる書類（パンフレット、ホームページの写し等）） 

□鳥取県が課税する全ての県税（個人県民税及び地方消費税を除く）に未納がないことが確認で

きる書類（納税証明書等） 

□実施内容が確認できる資料（クラウドファンディングサイトの写し等） 

□補助対象経費の積算根拠となる見積書の写しや当該サイト料金表の写し等 

 

イ．補助対象経費に県外企業への発注がある場合に添付する書類 

□県外発注理由書  ※様式はホームページに掲載 

 

※鳥取県補助金等交付規則及び鳥取県市場参入支援事業補助金交付要綱に基づく各様式に

ついては産業未来創造課のホームページ

（https://www.pref.tottori.lg.jp/307845.htm）からダウンロードできます。 

 

（３）提出方法 

「（１）募集期間」に記載の募集期間内に、持参又は郵送により産業未来創造課へご提出ください。 

 

５ 採択決定 

募集期間終了後に、応募書類の記載内容を確認のうえ、鳥取県庁関係部署職員等により構成する鳥

取県市場参入支援事業補助金検討会で評価し、県が同検討会の評価等を基に採択者を決定します。（応

募者によるプレゼンテーション等は実施しませんが、評価等に当たり不明な点等はお尋ねすることが

ありますのでご了承ください。また、採択決定の経過等に関する問い合わせには応じられません。あ

らかじめご了承ください。） 

（１）次の観点から総合的に評価を行い、予算の範囲内で優先順位により採択決定します。 

【評価の主なポイント】 

○取組の具体性・整合性 

実施するクラウドファンディングでのＰＲ方法（製品の強み、想定ターゲット等）、調達目標

額達成に向けた取組の内容が具体的に検討されており、取組として整合性が取れているか。 

○クラウドファンディング終了後の早期市場獲得・販路拡大・製品改良等の可能性 

  クラウドファンディング終了後に製品・サービスの早期市場獲得・販路拡大・製品改良等が

期待できるか。 

 

（２）採択決定の可否は応募者全員に書面で通知するとともに、採択者については産業未来創造課ホ

ームページで、採択者名、採択製品等名称を公表します。 

 

６ その他 

（１）提出書類に関する注意事項 

ア 提出書類には図や表などを積極的に使用し、わかりやすい形で作成をお願いします。 

イ 必要に応じて別途追加資料の提出をお願いする場合があります。 

ウ 応募に係る一切の費用は応募者自身の負担となります。 

エ 応募書類は返却しませんのであらかじめご了承ください。 

オ 応募書類は鳥取県情報公開条例(平成１２年鳥取県条例第２号)の適用を受けます。 
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（２）補助対象経費に関する注意事項 

ア 補助対象経費は、補助金交付決定後、事業期間内に発注・契約・購入・支出する（実際に支払が

行われた）費用に限られます。交付決定前に契約・発注・購入等した費用、事業期間を過ぎてから

支出した費用は補助対象外となりますのでご注意ください。なお交付決定前に見積等を取ること

は可能です。 

イ 補助対象経費は、本事業の対象として明確に経理が区分でき、かつ証拠書類によって金額等が確

認できるもののみとなります。補助対象経費に係る専用口座を開設することが望ましいです。 

（３）消費税等の取扱い 

消費税及び地方消費税は補助対象経費に含みません。応募時及び交付申請時には、消費税及び地方

消費税は除いてください。 

（４）振込手数料等の取扱い 

振込手数料等は補助対象経費に含みません。応募時及び交付申請時には、振込手数料等は除いてく

ださい。 

（５）補助金の支払 

補助金は原則として精算払となります。ただし補助事業者が希望する場合は概算払を受けられる

場合があります。詳しくは窓口・問合せ先にご確認ください。 

（６）県内事業者への発注 

補助事業の実施にあたっては、鳥取県産業振興条例(平成２３年１２月鳥取県条例第６８号)の趣

旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければなりません。 

（７）変更手続等 

ア 補助事業の内容の変更をする場合や補助事業に要する経費の配分の変更をする場合（軽微なも

のを除く。）には、予め計画変更の承認を受ける必要があります。 

イ 補助事業を中止、又は廃止する場合は、速やかに申請し、承認を受ける必要があります。 

（８）補助事業の実績報告 

  本補助金に係る事業の「完了」とは、事業本体とその精算業務及び、それに伴う組織内の意思決

定等の手続きが全て終了することを指します。事業完了後２０日以内または令和６年４月１５日

のうち、いずれか早い方の日までに実績報告書を提出してください。 

（９）立入検査等 

補助事業の適正を期すために必要があるときは、事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の

物件を検査し、若しくは、関係者に質問することがあります。 

（１０）帳簿の保存等 

ア 補助事業に係る支出状況等を証する書類は、県の補助事業監査等の対象書類となります。必要な

書類が保存されていない場合、不適切な経理が行われたと認められた場合は補助金の返還対象と

なることがあります。 

イ 本補助事業に係る経理については、帳簿書類及びその証憑書類を保存し、かつ、これらの書類を

補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存してください。 

（１１）補助金の交付停止等 

ア 補助事業の休廃止等が想定される場合には、本補助金の交付決定後であっても、本補助金の交付

を停止することがあります。 

イ 補助金の交付を停止する場合の実施手続、交付停止措置の解除及び解除後の本補助金の交付方

法等は、別途協議を行って決定します。 

（１２）交付決定の取消及び処分 
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次のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定後においても、その交付決定の全額又はそ

の一部の額を取消すことがあります。その場合、既に交付された補助金のうちその取消額の返還を命

ずることがあります。 

ア 法令等に基づく処分・指示に違反したとき 

イ 虚偽申請等があったとき、交付決定の内容や目的に反し補助金を使用したとき 

ウ 補助事業の完了日において鳥取県内に居住していることが確認できなかったとき 等 

 

７ 窓口・問合せ先  

鳥取県商工労働部 産業未来創造課 産業支援担当 ＤＸ・バイオ・知財チーム 

住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０（鳥取県庁本庁舎７階）  

電話 0857-26-7690／ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-26-8117 ／電子メール sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/307845.htm 


